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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年10月11日(2016.10.11)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ｉａ）
【化１】

の化合物または薬学的に受容可能なその塩であって、ここで、
　Ｘ、Ｙ、およびＺは、それぞれ独立してＮ、ＣＨまたは該ＮＨ２が結合したＣであり、
Ｘ、Ｙ、およびＺのうちの１つがＮであり、
　ｐは０、１、２、または３であり、
　Ｂはハロゲン、ヒドロキシル、カルバモイル、またはアミノであり、
　Ａは、
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【化８】

であり、
　Ｄは、非分枝鎖低級アルキルである、化合物または薬学的に受容可能なその塩、ならび
に
β－シクロデキストリンスルホブチルエーテルまたは薬学的に受容可能なその塩から選択
されるキャリア
を含む局所眼用水溶液。
【請求項２】
式（Ｉａ）の化合物が、０．０１％ｗ／ｖ～１．０％ｗ／ｖで存在する、請求項１に記載
の眼用溶液。
【請求項３】
式（Ｉａ）の化合物が、０．０１％ｗ／ｖ～０．５％ｗ／ｖで存在する、請求項１に記載
の眼用溶液。
【請求項４】
前記薬学的に受容可能なβ－シクロデキストリンスルホブチルエーテルの塩が、β－シク
ロデキストリンスルホブチルエーテルナトリウム塩である、請求項１～３のいずれか１項
に記載の眼用溶液。
【請求項５】
前記β－シクロデキストリンスルホブチルエーテルナトリウム塩が、０．０１％ｗ／ｖ～
３０％ｗ／ｖで存在する、請求項４に記載の眼用溶液。
【請求項６】
前記β－シクロデキストリンスルホブチルエーテルナトリウム塩が、５％ｗ／ｖ～２５％
ｗ／ｖで存在する、請求項５に記載の眼用溶液。
【請求項７】
前記β－シクロデキストリンスルホブチルエーテルナトリウム塩が、９．５％ｗ／ｖ～２
０％ｗ／ｖで存在する、請求項５に記載の眼用溶液。
【請求項８】
前記β－シクロデキストリンスルホブチルエーテルナトリウム塩が、９．５% w/vで存在
する、請求項５に記載の眼用溶液。
【請求項９】
前記溶液が、５．５～８．５のｐＨである、請求項１～８のいずれか１項に記載の眼用溶
液。
【請求項１０】
前記溶液が、６．５～７．５のｐＨである、請求項９の眼用溶液。
【請求項１１】
さらにバッファーを含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の眼用溶液。
【請求項１２】
前記バッファーが、リン酸バッファーである、請求項１１に記載の眼用溶液。
【請求項１３】
さらに保存剤を含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の眼用溶液。
【請求項１４】
さらに抗酸化剤を含む、請求項１～１３のいずれか１項に記載の眼用溶液。
【請求項１５】
黄斑変性を処置するための請求項１～１４のいずれか１項に記載の局所眼用溶液。
【請求項１６】
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処置される黄斑変性が萎縮型ＡＭＤである、請求項１５に記載の眼用溶液。
【請求項１７】
処置される黄斑変性が、萎縮型ＡＭＤに続発する地図状萎縮である、請求項１５に記載の
眼用溶液。
【請求項１８】
処置される黄斑変性が滲出型ＡＭＤである、請求項１５に記載の眼用溶液。
【請求項１９】
処置される黄斑変性がシュタルガルト病である、請求項１５に記載の眼用溶液。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】

【化２】

であり、Ｄは、非分枝鎖低級アルキルである。具体的には、ＷＯ２００６／１２７９４５
の段落（０００２７）の化合物Ａおよび薬学的に受容可能なその塩は、本発明において用
いられ得る。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】

【化５】

であり；そして、Ｄは、非分枝鎖低級アルキルであり；そして、
　具体的には、ＷＯ２００６／１２７９４５の段落（０００４６）の化合物ＢおよびＣ、
および薬学的に受容可能なその塩は、本発明において用いられ得る。
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